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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月17日(2020.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒータ装置であって、
　絶縁基材（２３）に配置された発熱部（２２）と、
　前記絶縁基材に配置され、物体の接触または非接触を検出するための複数の電極（２５
１、２５２）と、
　前記複数の電極の間の静電容量の変化に基づいて前記物体の接触または非接触を判定す
る接触判定部（Ｓ１０６、Ｓ１０８、Ｓ１１２、Ｓ１１４）と、を備え、
　前記接触判定部は、所定単位時間（Ｔ）当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の
変化が第１判定閾値以上の一方向の変化であると判定した場合、前記物体の接触を判定し
、前記所定単位時間当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の変化が第２判定閾値以
上の前記一方向と逆方向の変化であると判定した場合、前記物体の非接触を判定し、
　前記接触判定部により前記所定単位時間当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の
変化が前記第１判定閾値未満の一方向の変化であると判定された場合、前記所定単位時間
より短い所定時間間隔（Ｔｓ）毎に、前記複数の電極の間の前記静電容量の検出値の大き
さが前記第１判定閾値および前記第２判定閾値の小さい方の値よりも小さな所定基準値未
満であることを条件として、前記複数の電極の間の前記静電容量を基準値に補正する補正
部（Ｓ１０４）をさらに備え、
　前記接触判定部は、前記所定単位時間当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の変
化を、前記補正部により補正された基準値に対する前記複数の電極の間の前記静電容量の
変化量として特定するヒータ装置。
【請求項２】
　ヒータ装置であって、
　絶縁基材（２３）に配置された発熱部（２２）と、
　前記絶縁基材に配置され、物体の接触または非接触を検出するための複数の電極（２５
１、２５２）と、
　前記複数の電極の間の静電容量の変化に基づいて前記物体の接触または非接触を判定す
る接触判定部（Ｓ１０６、Ｓ１０８、Ｓ１１２、Ｓ１１４）と、を備え、
　前記接触判定部は、所定単位時間（Ｔ）当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の
変化が第１判定閾値以上の一方向の変化であると判定した場合、前記物体の接触を判定し
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、前記所定単位時間当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の変化が第２判定閾値以
上の前記一方向と逆方向の変化であると判定した場合、前記物体の非接触を判定し、
　前記接触判定部により前記所定単位時間当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の
変化が前記第２判定閾値以上の一方向と逆方向の変化であると判定された場合、前記所定
単位時間より短い所定時間間隔（Ｔｓ）毎に、前記複数の電極の間の前記静電容量の検出
値の大きさが前記第１判定閾値および前記第２判定閾値の小さい方の値よりも小さな所定
基準値未満であることを条件として、前記複数の電極の間の前記静電容量を基準値に補正
する補正部（Ｓ１１８）をさらに備え、
　前記接触判定部は、前記所定単位時間当たりの前記複数の電極の間の前記静電容量の変
化を、前記補正部により補正された基準値に対する前記複数の電極の間の前記静電容量の
変化量として特定するヒータ装置。
【請求項３】
　前記接触判定部により、前記物体の接触が判定された場合、前記発熱部への通電量を低
下させる通電量低下部（Ｓ１１０）を備えた請求項１または２に記載のヒータ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、ヒータ装置であって、絶縁基材（
２３）に配置された発熱部（２２）と、絶縁基材に配置され、物体の接触または非接触を
検出するための複数の電極（２５１、２５２）と、複数の電極の間の静電容量の変化に基
づいて物体の接触または非接触を判定する接触判定部（Ｓ１０６、Ｓ１０８、Ｓ１１２、
Ｓ１１４）と、を備え、接触判定部は、所定単位時間（Ｔ）当たりの複数の電極の間の静
電容量の変化が第１判定閾値以上の一方向の変化であると判定した場合、物体の接触を判
定し、所定単位時間当たりの複数の電極の間の静電容量の変化が第２判定閾値以上の一方
向と逆方向の変化であると判定した場合、物体の非接触を判定し、接触判定部により所定
単位時間当たりの複数の電極の間の静電容量の変化が第１判定閾値未満の一方向の変化で
あると判定された場合、所定単位時間より短い所定時間間隔（Ｔｓ）毎に、複数の電極の
間の静電容量の検出値の大きさが第１判定閾値および第２判定閾値の小さい方の値よりも
小さな所定基準値未満であることを条件として、複数の電極の間の静電容量を基準値に補
正する補正部（Ｓ１０４）をさらに備え、接触判定部は、所定単位時間当たりの複数の電
極の間の静電容量の変化を、補正部により補正された基準値に対する複数の電極の間の静
電容量の変化量として特定する。
　また、請求項２に記載の発明は、ヒータ装置であって、絶縁基材（２３）に配置された
発熱部（２２）と、絶縁基材に配置され、物体の接触または非接触を検出するための複数
の電極（２５１、２５２）と、複数の電極の間の静電容量の変化に基づいて物体の接触ま
たは非接触を判定する接触判定部（Ｓ１０６、Ｓ１０８、Ｓ１１２、Ｓ１１４）と、を備
え、接触判定部は、所定単位時間（Ｔ）当たりの複数の電極の間の静電容量の変化が第１
判定閾値以上の一方向の変化であると判定した場合、物体の接触を判定し、所定単位時間
当たりの複数の電極の間の静電容量の変化が第２判定閾値以上の一方向と逆方向の変化で
あると判定した場合、物体の非接触を判定し、接触判定部により所定単位時間当たりの複
数の電極の間の静電容量の変化が第２判定閾値以上の一方向と逆方向の変化であると判定
された場合、所定単位時間より短い所定時間間隔（Ｔｓ）毎に、複数の電極の間の静電容
量の検出値の大きさが第１判定閾値および第２判定閾値の小さい方の値よりも小さな所定
基準値未満であることを条件として、複数の電極の間の静電容量を基準値に補正する補正
部（Ｓ１１８）をさらに備え、接触判定部は、所定単位時間当たりの複数の電極の間の静
電容量の変化を、補正部により補正された基準値に対する複数の電極の間の静電容量の変
化量として特定する
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　なお、上記実施形態における構成と特許請求の範囲の構成との対応関係について説明す
ると、Ｓ１０６、Ｓ１０８、Ｓ１１２、Ｓ１１４が接触判定部に相当し、Ｓ１０４、Ｓ１
１８が補正部に相当し、Ｓ１１０が通電量低下部に相当する。
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